
 

資料２ 

令和 6 年 12 月４日 

許可業者 各位 

大阪市環境局事業部 

一般廃棄物指導課長 

 

大阪・関西万博開催期間中の舞洲工場へのごみ搬入車両の通行対策への協力について（通知）  

 

 本市では、来年 4 月に開催される「大阪・関西万博」の開催に向けて、来場者の安全・

円滑な輸送に万全を期すため、ハード面の整備の他、万博 TDM（交通需要マネジメン

ト）トライアルの実施や近隣企業の皆様に交通回避に向けた各種取組へのご協力をお願

いしているところです。 

 この度開催されました「夢洲万博関連事業等連絡会議」の場におきましても、開催期

間中の阪神高速湾岸舞洲出口において、平日朝８～10 時台で交通容量に余裕がない状況

が示され、各種団体に対しまして、車両削減方策等への協力要請が出されています。 

 つきましては、本市許可業者の皆様に対しまして、万博開催期間中の舞洲工場への搬

入の混雑緩和に向けてご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１．実 施 期 間：令和 7 年 4 月 13 日（日）～10 月 13 日（月） 

 

２．実施時間帯：期間中の平日 午前８時台から 10 時台のピーク時間帯（３時間） 

 

３．対   策 

上記期間・時間帯で、舞洲工場への搬入時間帯を変更できる場合は、時間帯の変更

をお願いします。（例えば、現行８時台⇒７時台へ、10 時台⇒11 時台など） 

削減目標としては、同時間帯の舞洲工場の搬入車両の３～４割の減少。 

 

４．そ の 他 

舞洲工場への上記時間帯の搬入変更に全く対応ができない場合は、一部の搬入を他

工場（西淀工場中心）へ搬入変更を実施するなど、搬入回数の調整の相談に応じてま

いりますので、ご協力をよろしくお願いいたします。 

 




